
最高裁秘書第1558号

令和3年5月28日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 愼

司法行政文書開示通知書

4月3日付け（同月5日受付，第030028号）で申出のありました司法行政

文書の開示について， 下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文言の名称等

（資料1）合同研修（種類別） （令和3年3月26日一部変更）

枚）

2 開示の実施方法

写しの送付

(片面で13

担当課秘書課（文書室） 電話03 （3264） 5652 （直通）



(資料1） 合同研修（種類別）

第1 判事・判事補の合同研修

1 裁判系（事件の分野別の研修）

（1）基礎(主たる対象者は，左陪席）

ア民事分野

(令和3年3月10日一部変更）

(令和3年3月26日一部変更）

イ刑事分野

1

番号

応
募
型
◆

名称
旬 ｡

実施時期 期間 人員

●

主たる対象者等 概要

1 ◆ IT基礎研究会
3.12.8(水）

～12.10(金）
3日 ｒ

や 30 地方裁判所又は家庭裁判所の判
事補

◇

システム開発，インターネット等に関する基礎的な知
識についての講演等を行う予定

2 ◆ 医療基礎研究会
4.2.16(水）

～2．18(金）
3.日 55 地方裁判所又は家庭裁判所の判

事補
医療に関する基礎的知識についての講演や，
における実地研修等を行う予定

● ◆

医療機関

3 ◆ 行政基礎研究会
3.9.27(月）
～ 9.29(水）

3日 40 地方裁判所で行政事件又は民事
事件を担当する判事又は判事補

左陪席裁判官として行政事件を担当する際に必要とな
る行政法の基礎的知識についての講演や，実務上の留
意点等についての共同研究等を行う予定

4 ◆

／

知的財産権基礎研究会

9

4. 1.24(月）
～ 1.26(水）

3日 16 地方裁判所又は家庭裁判所の判
事補（71期以上）

P ●

知的財産権に関する基礎的知識についての講演や，東
京地裁知財部における実地研修等を行う予定

0 -

5 ◆ 刑事基礎研究会
3.11.8(月）
～ 11.9(火）

2日 30

地万裁半WﾂT又は家庭裁判所の判
事補（72期以上）
人員は，刑事基本研究会1 （事
実認定） と合計した人数であ
る 0

刑事事件の事実認定に関する刑法学者の講演や，事例
に基づくケース研究等を行う予定



(資料1） 合同研修（種類別）

(2)基本（主たる対象者は，右陪席）

ア民事分野 〃

j部匡 刀'台､|司実旅 ●

2

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 主たる対象者等 概要

6 ◆ 民事通常基本研究会1
※

3.6.9(水）

～6． 11(金）
3日 50

地方裁判所で民事事件を担当す
る，又は民事裁判に関心がある
判事.(59期以下）又は特例判
事補

訴訟運営の方法，事実認定，書記官との連携，部等の
組織運営への関与の在り方等について共同研究等を行
う予定

7 ◆ 民事通常基本研究会2
3.10. 18(月）

～10.19(火）
2日 40

地方裁判所で民事事件を担当す
る，又は民事裁判に関心がある
判事（59期以下）又は特例判
事補

民事通常基本研究会1に同じ

8 ◆ 建築基本研究会
3.11.24(水）
～ 11.26(金）

3日 40

局等裁半WﾂT又は地方裁判所で民

事事件を担当する判事又は特例
判事補

人員は，建築実務研究会と合計
した人数である。

建築の専門的知見に関する講演や,建築訴訟に特有の
実体法上の問題，審理運営の在り方等について共同研
究等を行う予定

9 ◆ 労働基本研究会
3. 11.30(火）

～12．2(木）
3.日 40

局等裁判肋又は地方裁判所で労

働事件又は労働審判事件を担当
する判事又は特例判事補（労働
実務研究会と通じて応募するこ
とができる。 ）

標準的な労働事件一般に関する諸問題及び審理運営の
在り方等について共同研究等を行う予定



(資料1）合同研修（種類別）

イ刑事分野

ウ家裁分野

※一部のｶﾘｷｭﾗﾑについて,裁判所職員総合研修所との合同実施を予定
一

3

番号

応
募
型
◆

ゆ

名称 実施時期 期間 人員 主たる対象者等 概要

10 ◆ 刑事基本研究会1
(事実認定)

3.11.8(月）
～ 11.9(火） 2日 30

地方裁判所で刑事事件を担当す
る ’ 又は刑事裁判に関心がある◆ L

判事（59期以下）又は特例判
事補（刑事基本研究会2 （訴訟
運営） と通じて応募することが
できる。）

人員は，刑事基礎研究会と合計
した人数である。

刑事基礎研究会に同じ

11 ◆ 刑事基本研究会2
(訴訟運営）

※

3.11.10(水）
～ 11.12(金）

3日

｡ 『

40

地方裁判所で刑事事件を担当す
る，又は刑事裁判に関心がある
判事（59期以下）又は特例判
事補（刑事基本研究会1 （事実
認定） と通じて応募することが
できる｡ ）

単独事件等の公判準備，審理，判決のスキルアップ，
書記官との協働，部等の組織運営への関与の在り方等
について共同研究等を行う予定

ノ

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員

■

主たる対象者等 概要 ■ ‐

12 ◆ 家事基本研究会
※

3. 11. 16(火）

～11.17(水）
2日 50

家庭裁半WﾂTで家事事件を担当す

る判事又は特例判事補（家事専
門研究会3 （調停･子をめく、る
諾問題） と通じて応募すること
ができる。 ）

家事事件（調停，審判，人訴）の運用上の諾問題につ
いて共同研究等を行うとともに，組織運営的な側面を
意識することを狙いとするカリキュラム等を実施する
予定 ．

13 ◆ 少年基本研究会
※

3. 12.20(月）
～

12.22(水）
3日 50 家庭裁判所で少年事件を担当す

る判事又は判事補

少年審判における職種間連携，少年法の運用上の諾問
題等について共同研究等を行うとともに，組織運営的
な側面を意識することを狙いとするカリキュラム等を
実施する予定



(資料1） 合同研修（種類別）

(3)実務（主たる対象者は，裁判長及び右陪席）
ロ

ア民事分野

〆

4

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 主たる対象者等 概要

14 ◆

ノ ，

金融・経済実務研究会
3.10.4(月）
～ 10.5(火）

2日 30
高等裁判所又は地方裁判所で民
事事件を担当する判事又は特例
判事補

企業の法務担当者が所属する経営法友会と連携して，
企業活動の実情等に関する意見交換等を行う予定

15 ◆ IT実務研究会
3.12.9(木）

～12.10(金）
2日 20

高等裁判所又は地方裁判所で民
事事件を担当する判事又は特例
判事補(IT基礎研究会と通じ
て応募することができる。 ）

システム開発やインターネット等に関する講演及びシ
ステム開発関係訴訟事件等の審理運営の在り方につい
て共同研究を行う予定

16 ◆
-｡

建築実務研究会
3.11.24(水)
～ 11.26(金）

3日 40

局等裁判ﾉﾂ1.又は地方裁判所で民

事事件を担当する判事又は特例
判事補 ゆ

人員は，建築基本研究会と合計
した人数である、

建築の専門的知見に関する講演や，建築訴訟に特有の
実体法上の問題，審理運営の在り方等について共同研
究等を行う予定

17 ◆ 医療実務研究会
3.9.21(火）
～ 9.22(水）

2日

一

40
高等裁判所又は地方裁判所で民
事事件を担当する判事又は特例
判事補

医事関係訴訟事件の審理運営について，共同研究を行
うほか，医療の専門的知見や実態・背景事情等に関す
る講演を行う予定

18 ◆ 行政実務研究会
3.9.29(水）
～

9.30(木）
2日 40

高等裁判所又は地方裁判所で行
政事件を担当する判事又は特例
判事補 ＝

複雑困難化しつつある行政事件の実務上の諸問題につ
いて，高度に専門的な観点に立って共同研究等を行う
予定

19 ◆ 労働実務研究会
3.12.2(木）

～12． 3(金）
2日 30

V，

局等裁判別又は地方裁判所で労

働事件又は労働審判事件を担当
する判事又は特例判事補（労働
基本研究会と通じて応募するこ
とができる㈲）

労働事件をめぐる専門的･先端的な問題点及び審理運
営の在り方等について共同研究等を行う予定



(資料1） 合同研修（種類別）

イ刑事分野

5

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 主たる対象者等 概要
←

20 ◆ 刑事実務研究会1
3.7.5(月）

～7．6(火）
2日 40

高等裁判所又は地方裁判所で刑
事事件を担当する判事又は特例
判事補

公判準備・審理・評議・判決の在り方や,部等の組織
運営の在り方等について共同研究等を行う予定（主に
公判前整理手続に関する問題を取り上げる予定）

21 ◆ 刑事実務研究会2
3.10.27（水）

6

～ 10.29(金)
3日 40

高等裁判所又は地方裁判所で刑
事事件を担当する判事又は特例
判事補

刑事実務研究会1に同じ（主に裁判員との実質的協働
に関する問題を取り上げる予定）



(資料1） 合同研修（種類別）

(4)専門（主たる対象者は，テーマに対応した者）

ア民事分野

●
毎
句

6

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 主たる対象者等 概要

22 ◆ 民事通常専門研究会1
(IT化）

3.6.28(月）
～ 6.29(火）

2日 60
高等裁判所又は地方裁判所で民
事事件を担当する判事又は判事
補

グ

ー一

民事事件を担当している裁判官を対象に, IT化を踏
まえた今後の民事裁判の在り方について研究や意見交
換等を行う予定

23 ◆ 民事通常専門研究会2
(複雑困難訴訟）

3.7.8(木）
～ 7.9(金）

2日 30

氏争學1午を担当する地方裁判所

の裁判長（部総括判事でない者
も含む。 ）若しくはこれに準ず
る高等裁判所の陪席裁判官又は
これらの経験を有する者

民事事件を担当している裁判官を対象に，複雑困難性
の高い合議事件について,その審理・判断の在り方に
関する意見交換等を行う予定

24 ◆ 民事通常専門研究会3
(合議充実）

3.9.6(月）

～9．7(火）
2日 36 地方裁判所で民事事件を担当す

る判事又は判事補

民事事件を担当している部総括クラス，右陪席クラ
ス，左陪席クラスを対象に，具体的な事例等に基づい
て，合議の在り方に関する研究や意見交換等を行う予
定

◆

25 ◆ 民事通常専門研究会4
(争点整理）

3.12.16(木）

～12. 17(金）
2日 30

高等裁判所又は地方裁判所で民
事事件を担当する判事又は特例
判事補

主として民事単独事件を担当している裁判官を対象
に，具体的な事例に基づいて，争点整理手続の在り方
について研究や意見交換等を行う予定

26 ◆ 民事通常専門研究会5
(債権法）

4．2．14(月）

～2．15(火） ｡

2日 50
高等裁判所又は地方裁判所で民
事事件を担当する判事又は特例
判事補

債権法改正に関する研究や意見交換等を行う予定



(資料1） 合同研修（種類別）

イ刑事分野

7

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 主たる対象者等 概要
①

27 刑事専門研究会1
(裁判員）

3．4．12(月）

~4. 13(火）
2日 30

地方裁判所で新たに裁判長とし
て裁判員裁判を担当する判事又
はこれに準じる者

裁判員裁判の現状と課題，裁判員裁判にふさわしい公
判準備・審理・評議・判決の在り方や組織運営の在り
方等について共同研究等を行う予定

28 ◆ 刑事専門研究会2
(被害者）

3. 12. 13(月）

~12.14(火）
2日 40

高等裁判所又は地方裁判所で刑
事事件を担当する判事又は特例
判事補

被害者配慮・保護に係る手続法上の諸問題，性犯罪に
直面した被害者の心理等を踏まえた審理運営上の諸問
題等，被害者に関わる諸問題について共同研究等を行
う予定

29 ◆ 刑事専門研究会3
(控訴審）

4.3.7(月）
～ 3.8(火）

2日 30 高等裁判所で刑事事件を担当す
る判事（部総括判事を含む。 ）

高裁内部や高裁地裁間での意見交換の実情をふまえ，
刑事控訴審の在り方について共同研究を行う予定



(資料1） 合同研修（種類別））

ウ家裁分野

エその他

KIま全部0 1部臣 今峅修所との合同実旅》

8

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員

■ 一一

主たる対象者等 概要

30 ◆ 家事専門研究会1
(養育費） 3.9.8(水） 1日 40 家庭裁判所で養育費関係事件を

担当する判事又は特例判事補
養育費関係事件の運用をめぐ
究等を行う予定

る諾問題について共同研
の

31 ◆ 家事専門研究会2
(後見）

※

3.10.7(木）
一
一 10.8(金）

2日 50 家庭裁判所で後見関係事件を担
当する判事又は特例判事補

後見関係事件の運用をめぐる諸問題について共同研究
等を行う予定

32 ◆
家事専門研究会3
(調停・子をめぐる諸問

題）
※

3. 11.18(木）

～11.19(金）
2日 40

家庭裁判所で家事事件を担当す
る判事又は特例判事補（家事基
本研究会と通じて応募すること
ができる。 ）

調停の在り方及びその運用をめぐる諸問題に加え，特
に子の引き渡しや面会交流事件など，子をめく､る諾問
題について共同研究等を行う予定

33 ◆ 少年専門研究会
3.9.9(木）

～9． 10(金）
2日 60

高等裁判所で少年の抗告事件を
担当する判事又は家庭裁判所で
少年事件を担当する判事若しく
は特例判事補

予想される少年法改正を踏まえ，少年事件の審理運営
の在り方等について共同研究等を行う予定

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 主たる対象者等 概要

34 ◆ 外国司法専門研究会 未定 未定 50 判事又は判事補 ●

未定



(資料1） 合同研修（種類別）

2導入系（新たな職務等に就いた際の研修）

（1）年次（対象者は，任官時等の節目の年次に到達した者）

ノ

9

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 主たる対象者等 概要

追1 新任判事補
フオローアップ研修

3.9.2(木）

～9． 3(金）
2日 66

令和2年12月に司法修習を終
え ’ 裁判官に任命された者
(第73期司法修習終了者）

任官時の新任判事補研修が短縮日程かつウェブ会議に
よる実施となったことに伴い，任官後半年余りを経た
新任判事補を対象に， フォローアップのためのカリ
キュラム等を実施する予定

35 判事補基礎研究会
3.5.31(月）

～6．2(水）

◆

3日 未定
平成30年12月に司法修習を
終え，裁判官に任命された者
（第71期司法修習終了者）

新任判事補研修のフオローアップとして，任官3年
の判事補を対象に，基本的な執務能力の向上や，組
運営的な側面を意識することを狙いとするカリキュ
ム等を実施する予定

目
織
ラ

36 判事任官者研究会
3.6.30(水）

～7． 2(金）
3日 未定

平成22年9月又は同年12月
に司法修習を終えた判事
（現行第63期及び新第63期
司法修習終了者）

千ﾘ季1士昌百ざ灯家に，甲堅の裁判官としての自覚を促
し1第一審の裁判長に向けた成長の支援を目的とし
て，組織運営的な側面をはじめとした裁判所の組織的
課題を考え，裁判官としての成長への動機付けを行う
ことを狙いとするカリキュラム等券宝栴ナス予憲

37

▲

弁護士任官者研究会 3.4.6(火） 1日 未定 新たに弁護士から任官した，又
は任官予定の判事又は判事補

プ'~同受-L1土日(ﾉﾉ認干U昌乞ﾒ丁家に，裁半U別及び実務への円

滑な導入を目的とするもので，裁判官としての服務や
裁判事務処理に関する説明，組織運営的な側面を意識
することなどを狙いとするカリキュラム等を実施する
予定



(資料1） 合同研修(種類別）

ー

ノ

ぢ等0
■

ﾛ

※一部のカリキュラムについて，裁判所職員総合研修所との合同実施を予定
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募
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名称 実施時期 期間 人員 主たる対象者等 概要

38 支部長研究会
※

3.5.17(月）

～5．19(水）
3日 未定 初めて地方裁判所又は家庭裁判

所の支部長とされた者

初めて地家裁の支部長とされた者を対象に，支部の組
織構造や本庁との連携その他支部の組織運営に関する
基本的な理解を深めることを目的とし，支部長として
組織運営上考慮すべき事項等について研究するカリ
キュラム等を実施する予定

39

守

新任部総括裁判官研究会
3.6.21(月）

～6．24(木） 4日 未定 初めて地方裁判所又は家庭裁判
所の部総括判事に指名された者

伽のf咄家減の鄙総括裁判官に指名された者を対象
に，部のマネジメント，陪席裁判官の成長支援，職員
の指導育成等，部総括の役割に関する認識を深めるこ
とを目的とし，部総括裁判官として裁判所の組織運営
上考慮すべき事項等について研究するカリキュラム等
を実施する予定

40 ･実務協議会（夏季）
3.7.15(木）

～7. 16(金）
2日 未定

新たに地方裁判所長，家庭裁判
所長又は高等裁判所事務局長を
命ぜられた者

◆ ■

新たに地家裁の所長，高裁事務局長に指名された者を
対象に，司法行政上の諸問題について協議するカリ
キュラム等を実施する予定

41 実務協議会(冬季）
4.2.3(木）

～2． 4(金）
2日 未定

新たに地方裁判所長,家庭裁判
所長又は高等裁判所事務局長を
命ぜられた者

6

実務協議会（夏季）に同じ
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一

6

主たる対象者等
0 -

概要

42 ◆ 中堅判事研究会
3. 10. 13(水）

～10． 15(金）
3日 30

高等裁判所，地方裁判所又は家
庭裁判所の判事（概ね55期か
ら60期まで）

これからの裁判所を支えていく中堅判事として，組織
運営的な側面をはじめとする裁判所の課題を考え，組
織の中でリーダーシップを発揮し，後進の裁判官や裁
判所職員の成長を支援していく方策等について研究す
るカリキュラム等を実施する予定

43 家裁実務研究会
3.6.3(木）

～6． 4(金）
2日 未定

一

家裁上席の判事又は判事補
家裁上席を対象として ，

力の向上等を目的とした
定

家裁実務における組織運営能
カリキュラム等を実施する予

44 ◆ 部総括裁判官実務研究会
3．9．16(木）

～9． 17(金）
2日 30

地方裁判所又は家庭裁判所の部
総括判事に就任後一定期間を経
過した者

｡ ●

地家裁の部総括裁判官の組織運営能力の向上を目的と
して，裁判所の組織運営上考慮すべき事項等について
研究するカリキュラム等を実施する予定

45 法律実務教育研究会
4.2.16(水）

～2．18(金）
3日 未定

法科大学院に派遣されている又
は派遣される予定の判事又は判
事補

法科大学院に派遣されている又は派遣予定の判事又は
判事補に対し，必要な情報を提供し，共同研究等を行
う予定



(資料1） 合同研修（種類別）

3基盤系（一般的資質・能力を酒養するための研修）
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名称 実施時期 期間 人員
合

主たる対象者等

一

概要

46 ◆ 基盤研究会1
(知的基盤）

3.5.26(水）
～ 5.28(金）

3日 40
高等裁判所，地方裁判所又は家
庭裁判所の判事又は判事補（お
おむね59期から72期まで）

統計とデータ分析をテーマとして取り上げる予定
●

47 ◆ 基盤研究会2
(裁判基盤）

－ ‐‐

3.7.12(月）

~7.13(火）
2日 30 高等裁判所，地方裁判所又は家

庭裁判所の判事
》

6

自由と安全をテーマとして取り上げる予定

一

48 ◆ 基盤研究会3
(裁判基盤）

3.9.13(月）

～9． 14(火）
2日 30 高等裁判所，地方裁判所又は家

庭裁判所の判事又は特例判事補
裁判官のワークライフバランスに関するテーマを取り
上げる予定

49 ◆

C

申

基盤研究会4
(裁判基盤）

3. 11.1(月）
～ 11.2(火）

2日 未定 地方裁判所又は家庭裁判所の部
総括判事 裁判官の成長支援をテーマとして取り上げる予定

50 ◆ 基盤研究会5
(知的基盤）

3.12.6(月）

～12． 7(火）
2日 40

高等裁判所，地方裁判所又は家
庭裁判所の判事又は判事補（お
おむね59期から72期まで）

● げ

、

科学哲学をテーマと して取り上げる予定

51 ◆ 基盤研究会6
(知的基盤）

4．1．17(月）
～ 1． 19(水）

3日 40
高等裁判所，地方裁判所又は家
庭裁判所の判事又は判事補（お
おむね59期から72期まで）

会計と税務をテーマとして取り上げる予定

52 ◆ 基盤研究会7
(裁判基盤)

4.2.28(月）
～

3.2(水）
3日 30 高等裁判所，地方裁判所又は家

庭裁判所の判事 感染症と社会をテーマとして取り上げる予定
● ‐
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第2簡易裁判所判事の研修
伊

1 裁判系（事件の分野別の研修）
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名称 実施時期 期間 人員 主たる対象者等 概要

53 ◆ 簡易裁判所判事
民事実務研究会

3.5.12(水）

～5． 13(木）
2日 40

簡易裁判所判事
(司法修習終了者を除く。簡裁
刑事実務研究会と通じて応募す
ることができる。 ）

主として民事分野の事件処理に関する諸問題や簡裁判
事としての在り方について共同研究を行う予定

54 ◆ 簡易裁判所判事
刑事実務研究会

35． 13(木）

～5． 14(金）
2日 20

簡易裁判所判事
(司法修習終了者を除く。簡裁
民事実務研究会と通じて応募す
ることができる。 ）

主として刑事分野の事件処理に関する諾問題や簡裁判
●

事としての在り方について共同研究を行う予定

55 ◆ 簡易裁判所判事
専門研究会

3. 10.13(水）
～ 10. 15(金）

3日 30
簡易裁判所判事
(司法修習終了者を除く。 ）

a

民事交通事件をテーマとして取り上げ，簡裁の審理に
相応しい訴訟運営や判決の在り方等に関する共同研究
や講演と意見交換等を行う予定

番号

応
募
型
◆

名称 実施時期 期間 人員 主たる対象者等 概要

56 新任簡易裁判所判事
導入研修

3.8.23(月）
～ 8.27(金）

5日 未定
令和3年度に新たに簡易裁判所
判事に任命された者
(司法修習終了者を除く。 ）

新たに簡易裁判所判事に任命された者に対する職務導
入研修であり，簡裁における裁判事務への円滑な導入
等を目的とするカリキュラムを行う予定

57 新任簡易裁判所判事研修
4. 1.31(月）

～2． 10(木）
9日 未定

令和3年度に新たに簡易裁判所
判事に任命された者
(司法修習終了者を除く。 ）

新任簡易裁判所判事導入研修の後，配属先の簡裁や，
地裁における実務研修を踏まえ，簡易裁判所判事とし
ての基本的な実務知識，技量の獲得や自己研さんの動
機付けを目的とするカリキュラムを行う予定

58 簡易裁判所判事
基礎研究会

3.6.14(月）

～6． 17(木）
4日 未定 平成30年度及び令和元年度新

任簡易裁判所判事研修の終了者
任命から2年目及び3年目の簡易裁判所判事を対象と
し，基本的な裁判実務の知識，技量の向上を目的とす
るカリキュラムを行う予定


